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（１）被害想定の目的
・ 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した際に想定される、具体的な被害を算定して、被害の規模

等を明らかにすることにより、防災対策の必要性を道民に周知することや道内市町村が個別の地域における
防災対策を立案し施策の推進に活用することを目的とする。

（２）被害想定の性格
・ 対策を講じれば被害量は減じることができ、被害想定を踏まえ、巨大地震・津波が発生した際に起こり

うる事象を冷静に受け止め「正しく恐れる」ことが重要であり、行政のみならず、施設管理者、企業、地域
及び個人が対応できるよう備えることが必要である。

（３）被害想定の前提条件
・ 想定される被害は、地震の発生時期や時間帯によって異なるため、条件の異なる以下の３パターンでの

被害量を推計した。

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による被害想定の概要

令和４年７月２８日 北海道公表

時期・時間 条件等

夏・昼

木造建築物内の滞留人口が１日の中で少ない時間帯であるため、建物倒壊等による人的被害が少なくなる
と想定されるほか、積雪・凍結等の心配がなく、明るい時間帯であるため、迅速な避難が可能となり、津波
による被害も少なくなる時期・時間帯

冬・夕
火気使用が最も多い時間帯であるため、地震に伴う出火・延焼による被害が想定されるほか、積雪・凍結

により避難速度が低下するため、津波による被害も多くなる時期・時間帯

冬・深夜
多くの人が自宅で就寝中の時間帯であるため、避難準備に時間を要すほか、夜間の暗闇や積雪・凍結によ

り避難速度が低下するため、避難が遅れ、津波による被害が多くなる時期・時間帯

※ 令和３年１２月に国は、北海道から千葉県までのマクロ的
（道・県別）な被害想定を推計し、公表。
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被害内容 ①夏・昼 ②冬・夕 ③冬・深夜

全壊棟数 約 134,000 棟 約 134,000 棟 約 134,000 棟

死 者 数

＊津波意識のパター
ンにより異なる

早期避難率高＋呼びかけ 約 9,000 人 約 41,000 人 約 48,000 人

早期避難率低 約 121,000 人 約 149,000 人 約 139,000 人

負傷者数

＊津波意識のパター
ンにより異なる

避難意識高＋呼びかけ 約 270 人 約 450 人 約 370 人

避難意識低 約 5,200 人 約 4,600 人 約 4,400 人

津波被害に伴う低体温症要対処者数 約 66,000 人

避難者数 約 253,000 人

【日本海溝モデル】

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による被害想定の結果（全体）

注1）

注2）

注1）すぐに避難する割合が70％・避難の呼びかけ等が効果的に行われた場合 ＋ 津波避難ビル等を考慮した場合

注2）すぐに避難する割合が20％ ＋ 津波避難ビル等を考慮しない場合

注3）津波から難を逃れた後、屋外で長時間、寒冷状況にさらされることで低体温症により死亡のリスクが高まる者

注3）

※ 詳細な被害想定等は次を参照 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/122089.html
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津波からの早期避難率をさらに高めることや津波避難ビル・タワー等の整備の促進、建物の耐震化
の推進などにより、さらなる人的被害や建物被害の軽減が可能となる。

ソフト・ハード対策を総動員して地震・津波対策を推進

被害想定結果のうち人的被害(死者数)については、避難意識のパターンが早期避難率低(20％)から

早期避難率高＋呼びかけ(70％)となり、指定された津波避難ビルを活用することにより死者数が減少

千島海溝 日本海溝 千島海溝 日本海溝 千島海溝 日本海溝

106,000人
94,000人

149,000人

27,000人

121,000人

9,000人

48,000人 41,000人

95,000人

50,000人

139,000人

48,000人

夏・昼 冬・夕 冬・深夜

71.3%減 92.6%減

54.7%減 72.5%減
47.4%減

65.5%減

人的被害：死者数における防災対策の効果
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 最大クラスの津波に対しては、住民等の避難を軸に、土地利用、避難施設及び防災施設などを組み合わせ
て、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策の確立が必要であるとされています。

 想定される最大クラスの地震・津波による被害想定結果を目の当たりにして、ともすれば、不安感を募ら
せ、これまでの防災対策が無意味であるかのような風潮が出てくる可能性もありますが、ハザードマップや
避難計画の見直し、防災訓練や防災教育などの防災対策を継続して実施するなど、しっかりとした対策を講
じれば想定される被害が減少することは明らかであり、ソフト・ハード対策を総動員して地震・津波対策を
推進することが必要です。

 さらに、道民一人ひとりが、今回の被害想定に悲観することなく、

① 強い揺れや弱くても長い揺れがあったら迅速かつ主体的に避難する。

② 強い揺れに備えて建物の耐震診断・耐震補強を行うとともに、家具の固定を進める。

③ 初期消火に全力をあげる。
等の取組を実施することにより、一人でも犠牲者を減らす取組を実施することが求められます。

今回想定する地震・津波は最大クラスのものであり、広域にわたり甚大な被害が想定されますが、厳しい
ものであるからといって、住民が避難をはじめから諦めることは、最も避けなければならず、また、防災対
策の効果も併せて伝えることによって、いたずらに住民の不安を煽ることが無いように配慮することが大切
です。

被害想定への今後の対応
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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画の変更の概要

○ 10年間で達成すべき減災目標を新たに設定

①減災目標・施策・具体目標の設定

想定される死者数
・日本海溝沿いの巨大地震 最大約19万9千人
・千島海溝沿いの巨大地震 最大約10万人

を今後10年間でそれぞれ概ね８割減少

＜ 津波対策 ＞
・ 訓練・防災教育等による早期避難への意識の向上
・ 避難路・避難施設等の整備・指定等の推進

＜ 地震対策 ＞
・ 住宅、学校、医療施設等の建築物の耐震化

＜ デジタル技術の活用 ＞
・ 防災情報のデータ連携のための環境整備

＜ 積雪寒冷地特有の課題への対応 ＞
・ 防寒具・暖房器具等の備蓄による、避難時の低体温症対策の推進
・ 避難路・避難施設等の整備での、積雪や凍結等の影響への配慮

等

②後発地震に関する情報の発信等

・ 後発地震発生の可能性が高まった場合、
後発地震への注意を促す情報を気象庁が
発信

○ 地震防災対策を進めるための様々な施策を拡充

○ 施策の具体目標を新たに設定

・ すぐに避難するという意識を持つ地域住民の割合：70%
・ 津波避難訓練を毎年実施する市町村の割合：100%
・ 津波避難ビル等を指定している市町村の割合：100%
・ 耐震性が不十分な住宅：概ね解消（R12まで） 等

→ 社会全体として、後発地震に対して注意
する措置（迅速に避難するための備え 等）
を、１週間実施

③各種計画の作成方針等

・ 国の応急対策活動に関する「具体計画」
・ 自治体の津波避難対策に関する

「緊急事業計画」

防寒機能付き避難タワ

避難時の持ち物の準備 避難経路等の確認

迅速に避難するための備えの例

○ 以下の計画の作成方針等を新たに記載

○ 後発地震に関する情報の発信とその対応
について、新たに記載

変更のポイント

○ 最新の科学的知見に基づく最大クラス
の地震・津波を想定し、推進計画・対策
計画の記載事項を見直し
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北海道・三陸沖後発地震注意情報について
（令和４年１２月１６日運用開始）

補 足 資 料













６．後発地震注意情報が発信された場合の防災対応（企業等）

防災対応の例（企業等）
・企業等がとるべき防災対応の例については、以下の３項目の対応を整理。
・本ガイドラインで示すのはあくまで単なる例であり、住んでいる地域の災害リスク、健康状態や家族構成等、個々の状
況に応じて、適切な防災対応が異なることに注意が必要である。

 重要設備の地震時作動装置の点検を実施する

 機械、設備等の転倒防止対策を実施・確認する

 文書を含む重要な情報をバックアップし、発災時に同時に 被災

しない場所に保存する

 想定される施設利用者やイベント等に応じた施設利用者等の

避難誘導手順を従業員間で確認する

 デジタルサイネージ等を利用し、後発地震への注意を促す情報

や避難方法等を周知する

 施設内の避難経路や非常出入口の確保を徹底する

 高い階へ移動するなど、できるだけ安全な場所で滞在する

 施設内に耐震性の低い建物がある場合には、地震により倒壊する

リスクがあることを周知し、注意を促す

 津波浸水や土砂崩れのおそれがある場所での作業を控える

 津波浸水や土砂崩れが予想される道路を避け、輸送に必要な代

替えルートを検討する

【地震時に迅速な避難が必要な地域の施設等】

揺れを感じたり、津波警報等が発表されたりした場合、
直ちに津波から避難できる態勢の準備

【地震によるリスクの高い地域に入る可能性がある企業等】

想定されるリスクからの
身の安全を確保するための備え

【巨大な津波又は強い揺れが想定される地域の全ての企業等】

地震発生時に確実に身を守る行動をとるための備え
（平時からの備えの再確認）

 従業員の安否確認手段を確認する

 安全な避難場所や避難経路等を確認する

 従業員や施設利用者の基本的な避難誘導ルールを確認する

 避難確保計画に基づく訓練等により避難手順を再確認する
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７．後発地震注意情報の発信に向けた周知・広報

日頃からの周知・広報の実施
・「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発信した際に、混乱することなく適切な防災行動をとるためには、あらかじめ
情報の内容や情報発信時にとるべき防災対応を理解しておく必要がある
・国や自治体、報道機関等が連携して、あらゆる手段を用いて、住民や企業等に対する周知・広報に努める

① 自治体広報誌への掲載やチラシの折り込み
② 自治体庁舎や集客施設等におけるポスター掲載
③ 情報に関するチラシやリーフレット、マンガ冊子等の配布）
④ ＨＰでの周知（内閣府や気象庁のＨＰへのリンクバナー等）
⑤ ツイッター等のＳＮＳ
⑥ 防災イベント（出前講座やシンポジウム等）の開催
⑦ ＴＶ放送やラジオ放送 等

 日本海溝・千島海溝沿いで発生が想定される巨大地震の概要
 平時から実施すべき地震への備え
 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の概要と情報発信時
にとるべき防災対応

想定される周知・広報手段

広報すべき内容

広報資料（参考）

https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html 
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